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規 則

　奈良市予防接種健康被害調査委員会規則の一部を改正す
る規則をここに公布する。
　令和２年２月７日
　　　　　　　　　　　　　奈良市長　仲　川　元　庸　
奈良市規則第１号
　　　	奈良市予防接種健康被害調査委員会規則の一部を改

正する規則
　奈良市予防接種健康被害調査委員会規則（平成27年奈良
市規則第32号）の一部を次のように改正する｡
　第10条中「奈良市保健所保健予防課」を「健康増進課」
に改める。
　　　附　則
　この規則は、公布の日から施行する。
	 （令和２年２月７日掲示済）

告 示

奈良市告示第62号
　奈良市教育・保育給付認定及び施設等利用給付認定等に
関する懇話会開催要綱を次のように定める。
　令和２年２月７日
　　　　　　　　　　　　　奈良市長　仲　川　元　庸
　　　	奈良市教育・保育給付認定及び施設等利用給付認定

等に関する懇話会開催要綱
　（趣旨）
第	１条　本市において特定教育・保育施設等の教育・保育
給付認定及び利用調整並びに施設等利用給付認定に当た
り、学識経験を有する者その他専門的な知見を有する者
から幅広い意見又は助言を求めるため、奈良市教育・保
育給付認定及び施設等利用給付認定等に関する懇話会
（以下「懇話会」という｡）を開催することに関し必要な
事項を定めるものとする。
　（定義）
第	２条　この要綱において使用する用語は、子ども・子育
て支援法（平成24年法律第65号）又は児童福祉法（昭和
22年法律第164号）において使用する用語の例による。
　（意見等を求める事項）
第	３条　懇話会において意見又は助言を求める事項は、次
のとおりとする。
　⑴	　教育・保育給付認定に関すること。
　⑵　施設等利用給付認定に関すること。
　⑶	　特定教育・保育施設等の利用調整及び利用要請に関
すること。

　⑷	　その他子ども・子育て支援法の施行に関し市長が意
見を求める必要があると認める事項

　（参加者）
第	４条　市長は、次に掲げる者のうちから、懇話会への参
加を求めるものとする。

　⑴　学識経験を有する者
　⑵　弁護士
　⑶　その他市長が適当と認める者
２	　前項の場合において、市長は、原則として、同一の者
に継続して懇話会への参加を求めるものとする。
　（運営）
第	５条　懇話会の参加者は、その互選により懇話会を進行
する座長を定めるものとする。
２	　市長は、必要があると認めるときは、懇話会に関係者
の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料
の提出を求めることができる。
　（分科会）
第	６条　市長は、必要があると認めるときは、分科会を開
催することができる。
２	　市長は、懇話会の参加者その他必要と認める者のうち
から分科会への参加を求めるものとする。
　（庶務）
第	７条　懇話会の庶務は、保育所・幼稚園課において処理
する。
　（施行の細目）
第	８条　この要綱に定めるもののほか、懇話会の開催に関
し必要な事項は、市長が定める。
　　　附　則
　この告示は、令和２年２月７日から施行する。
	 （令和２年２月７日掲示済）

	
奈良市告示第72号
　奈良市パートナーシップ宣誓制度実施要綱を次のように
定める。
　令和２年２月14日
　　　　　　　　　　　　　奈良市長　仲　川　元　庸
　　　奈良市パートナーシップ宣誓制度実施要綱
　（趣旨）
第	１条　この要綱は、奈良市人権文化のまちづくり条例（平
成21年奈良市条例第19号）の規定に基づき、あらゆる人
権侵害をなくし、一人一人が互いに人権を尊重し、多様
性を認めあう人権文化の根付いた明るくふれあいのある
奈良市の実現に寄与するため、性的マイノリティに係る
パートナーシップ宣誓制度の実施に関し必要な事項を定
めるものとする。
　（定義）
第	２条　この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義
は、当該各号に定めるところによる。
　⑴	　性的マイノリティ　性的指向（自己の恋愛又は性愛
の対象となる性別についての指向をいう。）が異性愛
のみでない者又は性自認（自己が認識している性別を
いう。）が戸籍上の性と異なる者をいう。

　⑵	　パートナーシップ　互いをその人生のパートナーと
して、日常の生活において協力し合うことを約した、
一方又は双方が性的マイノリティである２者の関係を
いう。
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　⑶	　宣誓　パートナーシップにある者同士が、市長に対
し、双方が互いのパートナーであることを誓うことを
いう。

　（宣誓の対象者の要件）
第	３条　宣誓をしようとする者は、次に掲げる全ての要件
を満たしている者とする。
　⑴	　民法（明治29年法律第89号）第４条に規定する成年
に達していること。

　⑵	　住所について、次のいずれかに該当すること。
　　ア　双方が市内に住所を有していること。
　　イ	　一方が市内に住所を有し、かつ、他の一方が３箇

月以内に市内への転入を予定していること。
　　ウ	　双方が３箇月以内に市内への転入を予定している

こと。
　⑶	　配偶者（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関
係と同様の事情にある者で同居している者を含む。）
がいないこと及び宣誓をしようとする者以外の者とパー
トナーシップにないこと。

　⑷	　宣誓をしようとする者同士が近親者（民法第734条
又は第735条の規定により婚姻をすることができない
関係をいう。）でないこと。

　（宣誓の方法）
第	４条　宣誓をしようとする者は、パートナーシップ宣誓
書（別記第１号様式。以下「宣誓書」という。）及びパー
トナーシップの宣誓に関する確認書（別記第２号様式。
以下「確認書」という。）に所定の事項を自ら記入し、
次に掲げる書類を添付し、持参の上市長に提出するもの
とする。
　⑴	　世帯全員の住民票の写し（３箇月以内に発行され、
続柄を記載したものに限る。）（市内への転入を予定し
ている者にあっては、その転入の予定の事実を確認す
ることができる書類）

　⑵	　戸籍謄本又は戸籍全部事項証明書（外国人にあって
は、大使館等で発行される婚姻要件具備証明書。この
場合においては、当該文書の日本語訳を添付するこ
と。）（３箇月以内に発行されたものに限る。）

　⑶	　前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書
類

２	　第１項の規定にかかわらず、宣誓をしようとする者（以
下この項において「当事者」という。）の一方又は双方
が宣誓書及び確認書に自書することができないときは、
当該宣誓書及び確認書は、市職員及び当事者双方の立会
いの下で当該当事者以外の者に代筆させることができる。
　（本人確認）
第	５条　市長は、宣誓をしようとする者が本人であること
を確認するため、次の各号に掲げる書類のいずれかの提
示を求めるものとする。
　⑴	　個人番号カード
　⑵	　住民基本台帳カード（顔写真が貼付されたものに限
る。）

　⑶	　旅券

　⑷　運転免許証
　⑸	　前各号に掲げるもののほか、官公署が発行した免許
証、許可証又は登録証明証であって、本人の顔写真が
貼付されたもの

２	　前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる書類の提
示をすることができない場合は、本人であることの確認
は、市長が適当と認める書類の提示を求めることにより
行うことができる。
　（通称の使用）
第	６条　宣誓をしようとする者は、性別違和（自己の身体
の性別に違和感を持つことをいう。）であることを認め
る場合は、宣誓書、確認書及び第８条に規定するパート
ナーシップ宣誓証明書等再交付申請書において、氏名と
併せて社会生活上日常的に使用している氏名（以下「通
称」という。）を使用することができるものとする。
２	　市長は、前項の場合においては、次条に規定する証明
書及び証明カードに表示する氏名に通称を使用すること
ができるものとする。
　（宣誓登録及び証明書等の交付）
第	７条　市長は、第４条第１項の規定により宣誓した者（以
下「宣誓者」という。）が第３条の要件を満たしている
と認めたときは、当該宣誓者をパートナーシップ宣誓登
録簿（以下「登録簿」という。）に登録し、宣誓者双方
へパートナーシップ宣誓証明書（別記第３号様式。以下
「証明書」という。）及びパートナーシップ宣誓証明カー
ド（別記第４号様式。以下「証明カード」という。）に
宣誓書及び確認書の写しを添えて交付するものとする。
　（証明書及び証明カードの再交付）
第	８条　証明書及び証明カードの交付を受けた者（以下「受
領者」という。）は、当該証明書又は証明カードを紛失し、
汚損し、又は破損したときは、パートナーシップ宣誓証
明書等再交付申請書（別記第５号様式）により市長に申
請することができる。
２	　前項の規定による申請があったときは、市長は、証明
書及び証明カードを再交付するものとする。
　（事実に関する届出）
第	９条　受領者は、次の各号のいずれかに該当するときは、
速やかに受領者の一方又は双方が来庁して、パートナー
シップ宣誓書の事実に関する届出書（別記第６号様式）
を市長に提出しなければならない。
　⑴	　住所、氏名その他宣誓時に提出した書類の記載事実
に変更があったとき。

　⑵	　第３条第２号から第４号までに掲げる要件を満たさ
なくなったとき。

　⑶	　受領者の意思によりパートナーシップが解消された
とき。

　⑷　受領者の一方が死亡したとき。
　（登録簿の変更等）
第	10条　市長は、前条の規定による届出を受理したとき（同
条第１号に掲げる場合に限る。）は、登録簿の記載内容
を変更し、必要に応じて受領者に対して証明書及び証明
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カードの再交付を行うものとする。
２	　市長は、前条の規定による届出を受理したとき（同条
第１号に掲げる場合を除く。）は、登録簿から削除する。
ただし、前条第２号に該当する場合で、受領者の一方が
転勤、家族の看護その他やむを得ない理由により市内に
居住することが困難となったことに伴い第３条第２号に
掲げる要件を満たさなくなったときは、この限りでない。
３	　市長は、受領者が次の各号のいずれかに該当すること
が判明したときは、登録簿から削除することができる。
　⑴	　偽りその他不正の手段により登録を受けたとき。

　⑵　証明書又は証明カードを不正に利用したとき。
４	　第２項本文又は前項の規定により登録簿から削除され
た者は、交付された証明書及び証明カードを直ちに市長
に返還しなければならない。
　（補則）
第	11条　この要綱に定めるもののほか、パートナーシップ
の宣誓の取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。
　　　附　則
　この告示は、令和２年４月1日から施行する。
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	 （令和２年２月14日掲示済）
	

奈良市告示第74号
　奈良市社会福祉法人等による介護保険サービス利用者負
担額の軽減制度事業実施要綱の一部を改正する告示を次の
ように定める。
　令和２年２月18日
　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸　
　　　	奈良市社会福祉法人等による介護保険サービス利用

者負担額の軽減制度事業実施要綱の一部を改正する
告示

　奈良市社会福祉法人等による介護保険サービス利用者負
担額の軽減制度事業実施要綱（平成12年奈良市告示第325
号）の一部を次のように改正する。
　第２条第３号中「４月及び５月」を「４月から７月まで」
に改める。
　第３条第１号及び第２号中「ユニット型準個室」を「ユ
ニット型個室的多床室」に改める。
　附則中第７項を第９項とし、第６項を第８項とし、第５
項の次に次の２項を加える。
６	　平成30年10月１日施行の生活扶助基準等の改正に伴い
生活保護が廃止された者であって、廃止時点において本
事業に基づく軽減又は特定入所者介護（予防）サービス
費の支給により居住費の利用者負担がなかったもののう
ち、引き続き第３条の規定に該当する者の軽減割合は、
別表の規定にかかわらず、居住費以外に係る利用者負担
額については４分の１（老齢福祉年金受給者は２分の１）
を原則とし、居住費に係る利用者負担額については全額
とする。
７	　令和元年10月１日施行の生活扶助基準等の改正に伴い
生活保護が廃止された者であって、廃止時点において本
事業に基づく軽減又は特定入所者介護（予防）サービス
費の支給により居住費の利用者負担がなかったもののう
ち、引き続き第３条の規定に該当する者の軽減割合は、
別表の規定にかかわらず、居住費以外に係る利用者負担
額については４分の１（老齢福祉年金受給者は２分の１）
を原則とし、居住費に係る利用者負担額については全額
とする。
　　　附　則
　この告示は、令和２年２月18日から施行し、この告示に
よる改正後の奈良市社会福祉法人等による介護保険サービ
ス利用者負担額の軽減制度事業実施要綱（以下「新要綱」
という。）附則第６項の規定は平成30年10月１日以後に提
供されるサービスに係る軽減から、新要綱附則第７項の規
定は令和元年10月１日以後に提供されるサービスに係る軽
減から適用する。
	 （令和２年２月18日掲示済）

教 育 委 員 会

奈良市教育委員会告示第２号

　奈良市小中学校給食運営検討会開催要綱を次のように定
める。
　令和２年２月12日
　　　　　　　　　　　　奈良市教育委員会
　　　　　　　　　　　　　　教育長　中　室　雄　俊
　　　奈良市小中学校給食運営検討会開催要綱
　（趣旨）
第	１条　この要綱は、本市における学校給食の運営に当た
り、外部の視点からの意見又は助言を求めるため、奈良
市小中学校給食運営検討会（以下「検討会」という｡）
を開催することに関し必要な事項を定めるものとする。
　（意見等を求める事項）
第	２条　検討会において意見又は助言を求める事項は、次
のとおりとする。
　⑴　学校給食運営の現状及び課題に関すること。	
　⑵　学校給食費に関すること。
　⑶	　前２号に掲げるもののほか、学校給食の運営に関す
ること。

　（参加者）
第	３条　教育長は、次に掲げる者のうちから、検討会への
参加を求めるものとする。
　⑴　市立小学校の校長会の代表者
　⑵　市立中学校の校長会の代表者
　⑶	　栄養教諭又は学校栄養職員の代表者
　⑷　学識経験者
　⑸　奈良市ＰＴＡ連合会の小学校代表者
　⑹　奈良市ＰＴＡ連合会の中学校代表者
　⑺　その他教育委員会が必要と認める者
２	　前項の場合において、教育長は、原則として同一の者
に継続して検討会への参加を求めるものとする。
　（運営）
第	４条　検討会の参加者は、その互選により検討会を進行
する座長を定めるものとする。
２	　教育長は、必要があると認めるときは、検討会に関係
者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資
料の提出を求めることができる。
　（分科会）
第	５条　教育長は、必要があると認めるときは、分科会を
開催することができる。
２	　教育長は、検討会の参加者その他必要と認める者のう
ちから分科会への参加を求めるものとする。
　（庶務）
第	６条　検討会の庶務は、保健給食課において処理する。
　（委任）
第	７条　この要綱に定めるもののほか、検討会に関し必要
な事項は、教育長が定める。
　　　附　則
　この告示は、令和２年２月12日から施行する。
	 （令和２年２月12日掲示済）

号外第14号
令和 2年７月20日
　　（月 曜 日）奈 良 市 公 報

― 10 ―


